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仕 様 書

４　一般事項

 (1)　本役務において、既存の施設及び物品等に損傷を与えた場合は、速やかに係官に通知するとともに、

　　請負業者の責任において、現状に復旧させるものとする。

　　とする。

 (2)　本役務において、作業上当然必要と思われる軽微な事項は、仕様書に記載がなくとも実施するもの

 (5)　写真は、作業着手前、完了後、作業状況及び担当官の指示する箇所を明確に撮影し、写真帳（Ａ４）

　　に整理し、担当官に提出するものとする。

５　特記事項

　　発促進法による１級又は２級造園技能士」の資格を有する被雇用者（直接的な雇用関係にあるものに

　　限るが、同一人物である必要はない。）を剪定作業中常時、作業又は現場において指導にあたらせる

　　こととする。

 (2)　本役務の仕上げについては、担当官との調整により現状に合わせて見栄え良く実施するものとする。

 (1)　本役務において、「一般社団法人日本造園建設業協会の認定する街路樹剪定士」かつ「職業能力開

　　の計量伝票等の写しを提出するか産業廃棄物として処理する場合は、マニフェスト（最終処分日が記

　　載されているもの）の写しを納期までに提出すること。

 (3)　本役務において、剪定した幹及び枝葉については適切な方法により処分するものとし、受け入れ先

 (6)　本仕様書に記載していない事項及び疑義を生じた場合は、担当官と協議し実施するものとする。

    を得ず駐屯地の電気及び水を使用する場合は仮設メーターを設置し、使用料については請負業者が負

　　担すること。

 (3)　本役務においては、部隊の諸規則、火災予防、安全管理を徹底させるものとする。

 (4)　本役務実施時期については、事前に担当官と調整するものとする。
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 (4)　本役務において、宿舎敷地外への影響が予想される場合は請負業者の責任において対応するものと

　　する。

３　概　　要　森園宿舎６棟の樹木（カイヅカイブキ　３９本）の強剪定を実施する。

 (7)　本役務で使用する電源等については、原則として請負業者が発電機等を用意するものとする。やむ
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 (6)　本役務において、強剪定する高さ（基準）は下図のとおりとする。
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 (5)　本役務での剪定する樹木の場所と規格は下図及び下表とする。
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